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ご契約に関わる重要事項の変更（低圧）（ご変更後の重要説明事項） 

 

この書面は、小売電気事業者であるアルカナエナジー株式会社（以下「当社」といいます。）が、電気事業

法第 2条の 14の規定に従い、本「ご契約に関わる重要事項の変更（低圧）」を交付の上、当社がお客さまと

既に締結されている需給契約の 2024年 10月分の請求からの変更に関する重要な事項を説明するものです。

変更の詳細は下記のご契約に関わる重要事項の新旧対照表をご確認ください。必ずお読みいただき、内容を

ご確認・ご了解いただきますようお願い致します。 

 

1. ご契約におけるお客さまの供給地点特定番号 

  お申込み内容のご案内に記載の供給地点特定番号となります。 

 

2. ご契約の変更内容（下線部分変更） 

現行（2023年 5月 1日版） 改正（2024年 7月 31日版） 

1. ご契約について 

 

 

 

 

(7) 電気料金およびその算出方法  

（省略） 

 

別表第 2表 

(1)本件一般送配電事業者が北海道電力ネットワー

ク株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 29.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 167.50円 

電力量料金 1kW 29.20円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 23.20円 

その他季 23.20円 

 

(2)本件一般送配電事業者が東北電力ネットワーク

株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

1. ご契約について 

 

(7) 電気料金およびその算出方法  

（現行どおり） 

 

別表第 2表 

(1)本件一般送配電事業者が北海道電力ネットワー

ク株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 35.05円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 167.50円 

電力量料金 1kW 33.05円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 31.95円 

その他季 31.95円 

 

(2)本件一般送配電事業者が東北電力ネットワーク

株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 31.95円 
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区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 26.10円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 162.00円 

電力量料金 1kW 26.10円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 24.20円 

その他季 22.20円 

 

(3)本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッ

ド株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 26.10円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 140.00円 

電力量料金 1kW 26.10円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 898.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 19.60円 

その他季 17.60円 

 

(4)本件一般送配電事業者が中部電力パワーグリッ

ド株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 26.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 140.00円 

電力量料金 1kW 26.20円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 162.00円 

電力量料金 1kW 33.05円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 30.35円 

その他季 28.95円 

 

(3)本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッ

ド株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 29.80円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 140.00円 

電力量料金 1kW 31.40円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 898.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 28.30円 

その他季 26.70円 

 

(4)本件一般送配電事業者が中部電力パワーグリッ

ド株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 28.55円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 140.00円 

電力量料金 1kW 26.55円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 22.55円 

その他季 20.45円 
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基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 22.20円 

その他季 20.10円 

 

 

(5)本件一般送配電事業者が北陸電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 21.10円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 199.00円 

電力量料金 1kW 21.10円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 17.10円 

その他季 15.00円 

 

(6)本件一般送配電事業者が関西電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 22.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 195.00円 

電力量料金 1kW 22.20円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 17.10円 

その他季 15.00円 

 

(7)本件一般送配電事業者が中国電力ネットワーク

株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

 

 

(5)本件一般送配電事業者が北陸電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 26.95円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 199.00円 

電力量料金 1kW 30.85円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 29.35円 

その他季 28.35円 

 

(6)本件一般送配電事業者が関西電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 25.45円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 195.00円 

電力量料金 1kW 23.45円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 18.35円 

その他季 16.25円 

 

(7)本件一般送配電事業者が中国電力ネットワーク

株式会社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 28.05円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 
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基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 24.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 200.50円 

電力量料金 1kW 24.20円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 19.10円 

その他季 17.10円 

 

(8)本件一般送配電事業者が四国電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 24.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 184.00円 

電力量料金 1kW 24.20円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 19.10円 

その他季 17.10円 

 

(9)本件一般送配電事業者が九州電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 23.20円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 145.50円 

電力量料金 1kW 23.30円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 898.00円 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 200.50円 

電力量料金 1kW 29.85円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                       

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 28.05円 

その他季 26.85円 

 

(8)本件一般送配電事業者が四国電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 29.65円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 184.00円 

電力量料金 1kW 31.45円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 698.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 28.85円 

その他季 27.45円 

 

(9)本件一般送配電事業者が九州電力送配電株式会

社の場合 

イ アルカナおうちでんき  (消費税等相当額込) 

区分 単位 料金単価 

基本料金 1契約 0.00円 

電力量料金 1kW 29.05円 

ロ アルカナしごとでんき  (消費税等相当額込)                        

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA・月額 145.50円 

電力量料金 1kW 27.05円 

ハ アルカナでんき低圧電力 (消費税等相当額込)                          

区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW・月額 898.00円 

電力量

料金 

夏季 1kW 25.65円 

その他季 23.65円 
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電力量

料金 

夏季 1kW 21.80円 

その他季 19.80円 

 

別表第 4-1表 

(1)電源調達費調整単価の算定 

イ 市場価格の平均値 

（省略） 

ロ 電源調達費調整単価 

（省略） 

 

当該電力会社 基準追加負担

価格 

基準還元価格 

北海道電力ネ

ットワーク株

式会社 

13 円 7 円 

東北電力ネッ

トワーク株式

会社 

12 円 6 円 

東京電力パワ

ーグリッド株

式会社 

12 円 6 円 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

11 円 5 円 

北陸電力送配

電株式会社 

11 円 5 円 

関西電力送配

電株式会社 

11 円 5 円 

中国電力ネッ

トワーク株式

会社 

11 円 5 円 

四国電力送配

電株式会社 

11 円 5 円 

九州電力送配

電株式会社 

10 円 50 銭 4 円 50 銭 

 

ハ 電源調達費調整単価の適用 

（省略） 

 

電源調達費調整単価算

定期間 

電源調達費調整単価適

用期間 

毎年 1 月 1 日から 1 月 31 その年の 2 月の検針日

別表第 4-1表 

(1)電源調達費調整単価の算定 

イ 市場価格の平均値 

（現行どおり） 

ロ 電源調達費調整単価 

（現行どおり） 

 

当該電力会社 基準追加負担

価格 

基準還元価格 

北海道電力ネ

ットワーク株

式会社 

11円 5円 

 

東北電力ネッ

トワーク株式

会社 

10円 4円 

 

東京電力パワ

ーグリッド株

式会社 

10円 4円 

 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

9円 3円 

 

北陸電力送配

電株式会社 

9円 3円 

 

関西電力送配

電株式会社 

9円 3円 

 

中国電力ネッ

トワーク株式

会社 

9円 3円 

 

四国電力送配

電株式会社 

9円 3円 

 

九州電力送配

電株式会社 

8円 50銭 2円 50銭 

 

ハ 電源調達費調整単価の適用 

（現行どおり） 

 

電源調達費調整単価算

定期間 

電源調達費調整単価適

用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月

31日までの期間 

その年の 5 月の検針日

から 6 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 その年の 6 月の検針日



（2023 年 5 月 1日から 2024 年 4 月 30 日までの間に当社との電気需給契約の申込みをされ、供給開始日

以降 1年目の日が属する月が 2024年 7月であるお客さま） 

6 

 

日までの期間 から 3 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 2 月

末日までの期間 

その年の 3 月の検針日

から 4 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 3 月 31 

日までの期間 

その年の 4 月の検針日

から 5 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 5 月の検針日

から 6 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 5 月 31 

日までの期間 

その年の 6 月の検針日

から 7 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 6 月 30 

日までの期間 

その年の 7 月の検針日

から 8 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 7 月 31 

日までの期間 

その年の 8 月の検針日

から 9 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 8 月 31 

日までの期間 

その年の 9 月の検針日

から 10 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 9 月 30 

日までの期間 

その年の 10 月の検針日

から 11月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 10 月 

31 日までの期間 

その年の 11 月の検針日

から 12月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11 月 1 日から 11 月 

30 日までの期間 

その年の 12 月の検針日

から 1 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12 月 1 日から 12 月 

31 までの期間 

翌年 1 月の検針日から 

2 月の検針日の前日ま

での期間 
 

30日までの期間 から 7 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月

31日までの期間 

その年の 7 月の検針日

から 8 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月

30日までの期間 

その年の 8 月の検針日

から 9 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月

31日までの期間 

その年の 9 月の検針日

から10月の検針日の前

日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月

31日までの期間 

その年の10月の検針日

から 11月の検針日の前

日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月

30日までの期間 

その年の 11月の検針日

から12月の検針日の前

日までの期間 

毎年 8月 1日から 10月

31日までの期間 

その年の12月の検針日

から翌年 1 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11月

30日までの期間 

翌年 1 月の検針日から

2 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31日までの期間 

翌年 2 月の検針日から

3 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 11月 1日から翌年

1月 31日までの期間 

翌年 3 月の検針日から

4 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 12月 1日から翌年

2月末日までの期間 

翌年 4 月の検針日から

5 月の検針日の前日ま

での期間 
 

2. 契約の変更または終了・解除 

(1) お客さまからの申出による契約の変更または終

了 

＜契約の変更＞ 

（省略） 

＜契約の終了＞ 

契約期間中に契約の終了を希望される場合は、切り

2. 契約の変更または終了・解除 

(1) お客さまからの申出による契約の変更または終

了 

＜契約の変更＞ 

（現行どおり） 

＜契約の終了＞ 

契約期間中に契約の終了を希望される場合は、切り



（2023 年 5 月 1日から 2024 年 4 月 30 日までの間に当社との電気需給契約の申込みをされ、供給開始日

以降 1年目の日が属する月が 2024年 7月であるお客さま） 

7 

 

替えを希望する他の小売電気事業者を通じて行う

方法、または当社に需給契約を解約する旨を解約希

望日と共に通知する方法によることができます。 

ただし、本約款 37(1)に基づきお客さまの希望によ

り、供給開始日以降 1年目の日以内に需給契約を終

了される場合には、次に定める解約手数料を申し受

けます。詳細は、本約款別表第 7表をご参照下さい。 

 解約手数料（1契約につき）  22,000円（税込） 

 

 

別表第 7表 解約手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本約款37(1)に基づくお客さまからの申出により、

供給開始日以降1年目の日以内に電気需給契約を

終了される場合には、次に定める解約手数料を申

し受けます。解約手数料について支払を要する額

は、解約手数料に消費税等相当額を加えた額とし

ます。 

解約手数料（1契約につき）2万円（税別） 
 

替えを希望する他の小売電気事業者を通じて行う

方法、または当社に需給契約を解約する旨を解約希

望日と共に通知する方法によることができます。 

ただし、本約款 37(1)に基づきお客さまの希望によ

り、供給開始日以降 1年目の日以内に需給契約を終

了される場合には、次に定める解約手数料を申し受

けます。詳細は、本約款別表第 7表をご参照下さい。 

 解約手数料（1契約につき）  22,000円（税込） 

 

別表第 7表 解約手数料 

 

本約款37(1)に基づくお客さまからの申出により、

供給開始日以降1年目の日以内に電気需給契約を

終了される場合には、次に定める解約手数料を申

し受けます。解約手数料について支払を要する額

は、解約手数料に消費税等相当額を加えた額とし

ます。 

解約手数料（1契約につき）22,000円(消費税等相

当額込) 
 

5. その他 

(2)需給契約の変更等 

① 当社が本約款を変更する場合、あらかじめ変更

後の本約款の内容およびその効力発生時期を当

社が適切と判断した方法により周知することと

します。この周知が行われ、効力発生時期が到来

した場合には、電気料金その他の供給条件は、変

更後の本約款によります。 

 

②（省略） 

 

（追加） 

 

 

 

5. その他 

(2)需給契約の変更等 

① 当社が本約款を変更する場合（(3)に基づく電気

料金の変更を含みます。）、あらかじめ変更後の本

約款の内容およびその効力発生時期を当社が適

切と判断した方法により周知することとします。

この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合

には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本

約款によります。 

②（現行どおり） 

 

(3)電気料金の変更 

① 次のいずれかの状況変化が生じた場合、当社

は、電気料金を変更できるものとします。 

イ 旧一般電気事業者が同社の対応する基本料金
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(3)契約締結後書面の交付について 

（省略） 

 

(4)電磁的方法による交付について 

 当社は、お客さまから別段のお申し出がない限

り、電気事業法に定める供給条件の説明ならびに

契約締結前および締結後の書面の交付について、

本約款で定める「当社が適切と判断した方法」と

して、書面の交付に代え、当社ウェブサイト上に

掲載する方法、電子メールを送信する方法等の当

社所定の電磁的方法により交付できる（電磁的方

法による交付を受けるには、当社が推奨するイン

ターネットブラウザソフト、電子メールソフト及

びAcrobatReader等 PDFファイル閲覧用ソフトを

必要とします。）ものとし、お客さまは当社の電磁

的方法による交付について、あらかじめ承諾して

または電力量料金を変更（料金体系に影響を及ぼ

す約款の変更を含みます。）した場合。旧一般電気

事業者とは、東北電力株式会社、東京電力エナジ

ーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会

社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国

電力株式会社、九州電力株式会社をいいます。 

ロ 法令の改正により消費税等の税率が変更された

場合 

ハ 電力事業に関連する法令改正、ガイドラインそ

の他ルールの変更、発電にかかる燃料費の上昇ま

たは下落、日本卸電力取引所における取引価格の

上昇または下落その他諸般の事情により、当社の

電力調達コストが増加した場合または減少した

場合 

ニ お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の

需要予測（これがない場合は、過去 1年間の電気

の需要実績を需要予測とみなします。）とお客さ

まの実際の電気のご使用状況が大幅に乖離した

場合 

ホ その他、諸般の事情に伴い、基本料金または電力

量料金（調達調整額を含みます。）が不相当になっ

た場合 

② 当社は、電気料金を変更する場合、当社が適切

と判断した方法でお客さまにあらかじめお知ら

せいたします。 

 

(4)契約締結後書面の交付について 

（現行どおり） 

 

(5)電磁的方法による交付について 

 当社は、電気事業法その他法令に基づきお客さま

に交付する書面について、書面の交付に代えて、

当社ウェブサイト上に掲載する方法、電子メール

を送信する方法等の当社所定の電磁的方法によ

り交付できる（電磁的方法による交付を受けるに

は、当社が推奨するインターネットブラウザソフ

ト、電子メールソフト及び AcrobatReader 等 PDF

ファイル閲覧用ソフトを必要とします。）ものと

し、お客さまは当社の電磁的方法による交付につ

いて、あらかじめ承諾していただきます。 

 



（2023 年 5 月 1日から 2024 年 4 月 30 日までの間に当社との電気需給契約の申込みをされ、供給開始日

以降 1年目の日が属する月が 2024年 7月であるお客さま） 

9 

 

いただきます。 

 

 

3. 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口 

   名  称：アルカナエナジー株式会社（登録電気事業者登録番号A0040） 

住  所：東京都港区六本木 1-4-5アークヒルズサウスタワー16F 

お問合せ先：電話番号 03-6822-0627 

       メールアドレス info@arcana-energy.co.jp 

受付時間：土曜・日曜・祝日・祭日を除く平日の午前 10時から午後 6時まで 

 


